
日本アンチ・ ド ー ピング規律パネル決定

2016-006事件

競技者氏名：      X

競技種目 ： ボディビル競技

標記事件につき、日本アンチ ・ ド ー ピング規律パネルは、当該事件の聴聞パネルの決定に基づ

き、下記のように決定する。

聴聞パネル決定

平成28年11月7日

日本アンチ ・ ド ー ピング規律パネル

副委員長山内貴博

ふ付丹戸喜

日本アンチ ・ ドーピング規程（以下「本規程」という。）8.3.2 項に従って日本アンチ ・ ド ー ピ

ング規律パネル委員長により任命された以下の各委員により構成される標記事件の聴聞パネルは、

平成28年11月7日に開催された聴聞会（以下「本聴間会 」という。）の結果に基づき、本事件に

関して、下記のとおり決定する。

記

〔決 定〕

本規程2.1項の違反が認められる。

平成28年11月7日

山内貴博（上＼＼打．／雷＼奏

浅見俊雄賃’ぃ見 i麦1L

村山正博／／ 打いエ虐

本規程9条及び同10.8項に従い、平成28年9月25日 （検体採取の日）から同年10月14日

（暫定的資格停止期間の開始日）までに獲得された競技者のすべての個人成績(2016年第3

回オー ルジャパン ・ メンズフィジー ク選手権大会における競技成績を含む。）はいずれも失効

し、かつ、上記期間において獲得されたメダル、得点、及び褒賞はいずれも剥奪される。

本規程10.2.1.1項本文及び同10.11.3.1項に従い、平成28年10月14日より 4年間の資格停止






